
令和２年度の県立特別支援学校の再編整備について 

 

平成 30 年 12 月４日（火）開催の教育委員会会議において，次のとおり，県

立特別支援学校の再編整備が決定されました。 

 

 

○ 医療法人西本会安浦病院に併設している黒瀬特別支援学校安浦分級につい

て，令和２年度から黒瀬特別支援学校本校に統合する。 

 

○ 安浦分級の本校への統合に伴い，令和２年４月１日を施行期日として，「広

島県立特別支援学校の就学区域に関する規則」のうち，安浦病院入院者につ

いては，黒瀬特別支援学校に就学する旨の規定を削除する。 

  なお，令和２年３月 31 日に安浦分級に在学する生徒（卒業生は除く。）に

ついては，同年４月１日以降，引き続き，黒瀬特別支援学校（本校）に就学

するよう経過措置を設ける。 

 

 

※平成 30年 12月４日教育委員会会議定例会についてはこちら 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/iinkaikaigi-30-12teirei.html

